
 

【
念
母
】 

莊
公
元
年
「
三
月
夫
人
孫
于
齊
」
の
公
羊
傳
文
に
「
夫
人
固
在
齊
矣
 
其
言
孫
于

齊
何
 
念ヽ
母ヽ
也
 
正
月
以
存
君
 
念ヽ
母ヽ
以
首
事
」
と
あ
り
、
何
注
に
「
禮
 
練
祭
取

法
存
君
 
夫ヽ
人ヽ
當ヽ
首ヽ
祭ヽ
事ヽ
 
時
莊
公
練
祭
 
念
母
而
迎
之
 
當
書
迎
 
反
書
孫
者
 

明
不
宜
也
」
と
あ
る
。
こ
の
何
注
に
つ
い
て
、
兪

『
羣
經
平
議
』〈
春
秋
公
羊
傳
〉

に
「

謹
按
 
何
氏
此
解
甚
爲
違
失
 
傳
言
正
月
以
存
君
 
不
言
練
祭
以
存
君
 
乃

曰
練
祭
取
法
存
君
 
一
失
也
 
練
祭
莊
公
主
之
 
非
夫
人
主
之
 
乃
曰
夫
人
當
首
祭

事
 
二
失
也
 
經
明
書
孫
于
齊
 
傳
亦
但
言
念
母
 
不
言
迎
母
 
乃
曰
念
母
而
迎
之
 

三
失
也
 
然
則
此
傳
當
作
何
解
 
曰
接
練
時
録
母
之
變
 
此
穀
梁
傳
之
説
 
公
羊
無

此
説
也
 
莊
公
一
篇
 
先
書
元
年
春
王
正
月
 
繼
書
三
月
夫
人
孫
于
齊
 
其
書
元
年 

  

春
王
正
月
者
 
明
國
有
君
也
 
所
謂
正
月
以
存
君
也
 
其
書
三
月
夫
人
孫
于
齊
者
 

明
君
有
母
也
 
春
秋
記
載
莊
公
三
十
二
年
之
事
 
以
此
爲
首
 
蓋
推
莊
公
之
心
無
有

更
先
于
此
者
也
 
所
謂
念
母
以
首
事
也
 
是
時
夫
人
固
在
齊
 
而
曰
孫
于
齊
者
 
猶

曰
夫
人
在
齊
云
爾
 
亦
猶
公
在
乾
侯
之
比
 
紀
其
實
也
 
春
秋
雖
託
文
見
義
 
然
先

世
事
實
豈
容
以
意
變
亂
 
若
使
夫
人
實
於
此
時
迎
歸
 
而
反
書
曰
孫
于
齊
 
是
則
記

載
失
實
甚
矣
 
何
以
爲
春
秋
乎
 
必
於
三
月
書
之
者
 
是
年
三
月
以
前
無
事
 
其
下

始
書
夏
單
伯
逆
王
姫
 
故
欲
書
單
伯
逆
王
姫
而
先
書
夫
人
孫
于
齊
 
正
所
謂
念
母
以

首
事
矣
」〔
私
が
考
え
ま
す
る
に
、
何
氏
の
こ
の
解
釋
は
ひ
ど
く
ま
ち
が
っ
て
い
る
。

傳
は
「
正
月
以
存
君
」
と
言
い
、「
練
祭
以
存
君
」
と
は
言
っ
て
い
な
い
の
に
、
〝
練
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祭
取
法
存
君
〞
と
い
っ
て
い
る
の
が
、
第
一
の
ま
ち
が
い
で
あ
る
。
練
祭
は
莊
公
が

つ
か
さ
ど
る
も
の
で
あ
り
、
夫
人
が
つ
か
さ
ど
る
も
の
で
は
な
い
の
に
、
〝
夫
人
當

首
祭
事
〞
と
い
っ
て
い
る
の
が
、
第
二
の
ま
ち
が
い
で
あ
る
。
經
は
は
っ
き
り
「
孫

于
齊
」
と
書
き
、
傳
も
た
だ
「
念
母
」
と
言
っ
て
い
る
だ
け
で
、「
迎
母
」
と
は
言
っ

て
い
な
い
の
に
、
〝
念
母
而
迎
之
〞
と
い
っ
て
い
る
の
が
、
第
三
の
ま
ち
が
い
で
あ

る
。
そ
れ
な
ら
ば
、
こ
の
傳
は
ど
の
よ
う
に
解
す
る
べ
き
な
の
か
。「
接
練
時
録
母
之

變
」
と
い
う
の
は
、
穀
梁
傳
の
説
で
あ
り
、
公
羊
に
こ
の
説
は
な
い
。
莊
公
の
一
篇

は
、
ま
ず
「
元
年
春
王
正
月
」
と
書
き
、
つ
い
で
「
三
月
夫
人
孫
于
齊
」
と
書
い
て

い
る
。「
元
年
春
王
正
月
」
と
書
い
て
い
る
の
は
、
國
に
君
が
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に

し
た
の
で
あ
り
、
こ
れ
が
「
正
月
以
存
君
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
三
月
夫
人
孫
于

齊
」
と
書
い
て
い
る
の
は
、
君
に
母
が
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
の
で
あ
る
。《
春

秋
》
は
、
莊
公
三
十
二
年
間
の
事
を
記
載
す
る
の
に
、
こ
の
記
事
を
首
〔
は
じ
め
〕

と
し
て
い
る
。
お
そ
ら
く
、
〝
莊
公
の
氣
持
ち
と
し
て
は
、
こ
の
事
よ
り
優
先
す
る

も
の
は
あ
り
得
な
い
は
ず
で
あ
る
〞
と
推
し
は
か
っ
た
の
で
あ
り
、
こ
れ
が
「
念
母

以
首
事
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
時
、
夫
人
は
そ
も
そ
も
齊
に
い
た
の
に
、「
孫

于
齊
」
と
い
う
の
は
、「
夫
人
在ヽ
齊ヽ
」
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、「
公
在
乾
侯
〔
昭

公
三
十
・
三
十
一
・
三
十
二
年
〕
と
同
類
で
あ
っ
て
、
事
實
を
記
し
た
の
で
あ
る
。

《
春
秋
》
は
、
文
に
假
託
し
て
義
を
示
す
も
の
だ
が
、
先
世
の
事
實
を
勝
手
に
改
變

す
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。
も
し
か
り
に
、（
何
氏
の
言
う
よ
う
に
）
夫
人
は

こ
の
時
、
實
際
に
迎
え
ら
れ
て
歸
り
、
そ
れ
を
逆
に
「
孫
于
齊
」
と
書
い
た
の
だ
と

す
れ
ば
、
記
載
が
事
實
と
全
く
違
う
こ
と
に
な
る
。（
こ
れ
で
は
）
ど
う
し
て
、《
春

秋
》
と
言
え
よ
う
か
。
他
で
は
な
く
、
三
月
の
と
こ
ろ
に
書
か
れ
て
い
る
の
は
、
こ

の
年
は
三
月
以
前
に
事
件
が
な
く
、
そ
の
下
に
始
め
て
「
夏ヽ
單
伯
逆
王
姫
」
と
書
か

れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
〔
も
し
、
三
月
以
前
に
事
件
が
あ
れ
ば
、
そ
の
事
件
の
さ
ら

に
前
に
書
か
れ
る
は
ず
、
と
い
う
こ
と
〕。
つ
ま
り
、「
單
伯
逆
王
姫
」
を
書
き
た
い

か
ら
、
先
〔
直
前
〕
に
「
夫
人
孫
于
齊
」
を
書
い
た
の
で
あ
り
、
こ
れ
が
ま
さ
し
く

「
念
母
以
首
事
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
〕
と
あ
る
。
兪

の
こ
の
批
判
は
、
細
か
い

點
で
は
、ピ
ン
ト
が
は
ず
れ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、大
筋
で
は
當
た
っ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
傳
の
「
事
」
は
、
何
休
の
よ
う
に
祭ヽ
事ヽ
と
解
す
る
べ
き
で
は
な
く
、《
春ヽ
秋ヽ
》

のヽ
記ヽ
事ヽ
と
解
す
る
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、「
正
月
以
存

君
」
と
「
念
母
以
首
事
」
と
を
、
對ヽ
と
し
て
と
ら
え
、
句
作
り
を
考
え
て
み
る
こ
と

か
ら
も
わ
か
る
。
と
い
う
の
も
、「
正
月
」
に
よ
っ
て
「
存
君
」
し
、「
念
母
」
に
よ

っ
て
「
首
事
」
す
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
母
は
決
っ
し
て
「
首
事
」
の
主
語
た
り
得
な

い
、
か
ら
で
あ
る
〔
も
ち
ろ
ん
、「
存
君
」
と
「
首
事
」
の
主
語
は
、
い
ず
れ
も
孔
子

《
春
秋
》
で
あ
る
〕。
か
く
て
、
傳
文
は
〝
夫
人
は
も
と
も
と
齊
に
い
た
の
に
、「
孫

于
齊
」
と
言
う
の
は
な
ぜ
か
。
母
を
思
っ
た
か
ら
で
あ
る
。「
正
月
」（
を
書
く
こ
と
）

に
よ
っ
て
君
の
存
在
を
明
ら
か
に
し
、
母
を
思
っ
た
こ
と
（
を
書
く
こ
と
）
に
よ
っ

て
記ヽ
事ヽ
をヽ
はヽ
じヽ
めヽ
たヽ
の
で
あ
る
〞
と
普ヽ
通ヽ
にヽ
讀
む
の
が
正
解
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、

莊
公
元
年
の
左
氏
傳
文
「
元
年
春
不
稱
即
位
 
文
姜
出
故
也
」
の
杜
注
に
「
文
姜
與

桓
倶
行
 
而
桓
爲
齊
所
殺
 
故
不
敢
還
 
莊
公
父
弑
母
出
 
故
不
忍
行
即
位
之
禮
 

據
文
姜
未
還
 
故
傳
稱
文
姜
出
也
 
姜ヽ
於ヽ
是ヽ
感ヽ
公ヽ
意ヽ
而ヽ
還ヽ
 
不
書
 
不
告
廟
」
と
あ

り
、
孔
疏
に
「
公
羊
傳
曰
 
夫
人
固
在
齊
矣
 
其
言
孫
于
齊
何
 
念
母
也
 
正
月
以

存
君
 
念
母
以
首
事
 
穀
梁
傳
曰
 
接
練
時
録
母
之
變
 
始
人
之
也
 
其
意
言
文
姜

往
年
如
齊
 
至ヽ
此ヽ
年ヽ
三ヽ
月ヽ
猶ヽ
尚ヽ
不ヽ
反ヽ
 
三
月
練
祭
 
念
及
其
母
 
乃
書
其
出
奔
 
非

越
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三
月
始
從
魯
去
也
 
左
氏
先
儒
皆
用
此
説
」
と
あ
る
。
こ
の
孔
疏
に
よ
る
と
、
左
氏

の
先
儒
た
ち
は
、
公
羊
傳
と
穀
梁
傳
と
を
合
成
し
た
よ
う
な
説
を
と
っ
て
い
た
よ
う

だ
が
、
彼
ら
は
、
そ
し
て
孔
疏
は
、
件
の
公
羊
傳
文
を
果
し
て
ど
の
よ
う
に
讀
ん
で

い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
邦
の
加
賀
榮
治
氏
は
、
こ
の
疏
を
〝
公
羊
傳
に
曰
わ
く
、

「
夫
人
は
固
よ
り
齊
に
在
る
に
、
其
の
『
齊
に
孫
る
』
と
言
う
は
、
何
ぞ
。
母
を
念

え
ば
な
り
。
正
月
に
以
て
君
を
存
し
、〔
練
祭
に
〕
母ヽ
のヽ
以ヽ
てヽ
事ヽ
にヽ
首ヽ
たヽ
るヽ
をヽ
念ヽ
うヽ
なヽ

りヽ
（
練
祭
は
、
夫
人
が
祭
事
に
首
と
な
る
べ
き
も
の
―
何
休
注
）」
と
。
穀
梁
傳
に
曰

わ
く
、「
練
の
時
に
あ
た
り
て
母
の
變
を
録
す
る
は
、
こ
れ
を
お
も
え
ば
な
り
」
と
。

其
の
意
の
言
う
こ
こ
ろ
は
、
文
姜
は
さ
き
の
年
に
齊
に
ゆ
き
、
此
の
年
の
三
月
に
至

る
も
、
猶
お
尚
お
反
ら
ず
。
三
月
は
練
祭
な
り
。
念
い
其
の
母
に
い
た
り
、
乃
ち
其

の
出
奔
を
書
す
。
三
月
始
め
て
魯
よ
り
去
る
に
は
非
ざ
る
な
り
。
左
氏
先
儒
は
、
皆

な
此
の
説
を
用
う
〞
〔『
中
國
古
典
解
釋
史
・
魏
晉
篇
・
』
勁
草
書
房
、
四
七
九
頁
〕

と
訓
讀
し
て
い
る
。こ
の
訓
讀
に
よ
る
と
、左
氏
の
先
儒
た
ち
は
、そ
し
て
孔
疏
は
、

い
ず
れ
も
み
な
、
何
休
と
同
じ
讀
み
方
を
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
〔
お
そ

ら
く
、
加
賀
氏
自
身
に
は
、
こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
は
な
く
、
單
に
、
何
休
に
據
れ

ば
こ
う
讀
め
る
、
と
い
う
だ
け
の
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
が
〕。
そ
こ
で
、『
詩
』
齊
風

〈
南
山
〉
の
序
疏
を
見
る
と
、「
何ヽ
休ヽ
及
賈ヽ
逵ヽ
服ヽ
虔ヽ
皆
以
爲
桓
公
之
薨
 
至
是
年
三
月
 

朞
而
小
祥
 
公
憂
思
少
殺
 
念
及
於
母
 
以
其
罪
重
 
不
可
以
反
之
 
故
書
遜
于
齊

耳
 
其ヽ
實ヽ
先ヽ
在ヽ
於ヽ
齊ヽ
 
本ヽ
未ヽ
歸ヽ
也ヽ
（
中
略
）
服
虔
云
 
蓋
魯
桓
公
之
喪
從
齊
來
 
以

文
姜
爲
二
年
始
來
」
と
あ
っ
て
、
先
程
の
左
氏
疏
と
、
内
容
は
ほ
ぼ
同
じ
だ
が
、
今

度
は
、「
何
休
」「
賈
逵
」「
服
虔
」
と
、
固
有
名
が
舉
げ
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
に
よ
る

と
、
左
氏
の
先
儒
た
ち
〔
つ
ま
り
、
賈
逵
と
服
虔
〕
と
何
休
と
は
解ヽ
釋ヽ
がヽ
同ヽ
じヽ
でヽ
あヽ
っヽ

たヽ
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
問
題
は
、
何ヽ
のヽ
解
釈
が
同
じ
な
の
か
、
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
そ
こ
で
、
孔
疏
の
テ
ー
マ
自
體
を
考
え
て
み
る
と
、
そ
れ
は
、
左
氏
傳
に
關

す
る
先
儒
の
説
と
杜
預
の
説
と
の
違
い
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
〔
左
氏
疏
の

「
左
氏
先
儒
皆
用
此
説
」
の
下
に
は
「
杜
不
然
者
」
と
つ
づ
く
〕。
つ
ま
り
、
先
儒
が

〝
こ
の
時
、夫
人
は
も
ど
っ
て
い
な
い
〞
と
す
る
の
に
對
し
て
、杜
預
は
〝
こ
の
時
、

夫
人
は
一
度
も
ど
っ
た
〞
〔
杜
注
を
參
照
〕
と
し
て
お
り
、
こ
の
〝
こ
の
時
、
夫
人

は
も
ど
っ
て
い
な
い
〞
と
い
う
先
儒
の
解
釋
が
、
何
休
と
同
じ
で
あ
る
、
と
い
う
こ

と
な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
孔
疏
は
、
公ヽ
羊ヽ
傳ヽ
文ヽ
のヽ
解
釋
が
、
何
休
と
賈
逵
・
服
虔

と
で
同
じ
で
あ
る
、
と
言
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
〔「
夫
人
固
在
齊
矣
」
と
あ
る
か

ら
、
解
釋
の
如
何
に
か
か
わ
ら
ず
、
公
羊
傳
文
で
は
、
最
初
か
ら
〝
こ
の
時
、
夫
人

は
も
ど
っ
て
い
な
い
〞
の
で
あ
る
。
疏
が
公
羊
傳
文
を
引
い
て
い
る
所
以
で
あ
る
〕。

そ
れ
に
、
賈
逵
は
何
休
よ
り
前
で
あ
る
。
何
休
が
賈
逵
の
説
に
よ
っ
て
公
羊
傳
を
解

釋
し
た
、
と
で
も
言
う
の
だ
ろ
う
か
〔
ち
な
み
に
、
何
休
序
に
「
至
使
賈
逵
縁
隙
奮

筆
以
爲
公
羊
可
奪
左
氏
可
興
」
と
あ
る
〕。
そ
れ
よ
り
も
、「
夫
人
當
首
祭
事
」
と
い

う
特
異
な
解
釋
は
、
あ
く
ま
で
何ヽ
休ヽ
のヽ
オヽ
リヽ
ジヽ
ナヽ
ルヽ
で
あ
り
、
賈
逵
は
、
そ
し
て
、

お
そ
ら
く
服
虔
も
、
公
羊
傳
文
「
念
母
以
首
事
」
を
普ヽ
通ヽ
にヽ
讀
ん
で
い
た
、
と
想
像

す
る
方
が
は
る
か
に
自
然
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
、
先
程
の
加
賀
氏
の
〝
〔
練
祭

に
〕
母
の
以
て
事
に
首
た
る
を
念
う
な
り
〞
と
い
う
訓
讀
は
、
〝
母
を
念
う
を
以
て

事
の
首
と
な
す
〞
と
で
も
直
し
た
方
が
よ
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
〔
た
だ
し
、
孔
疏

が
ど
の
よ
う
に
讀
ん
で
い
た
か
は
、
實
の
と
こ
ろ
、
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
趣
旨
と
關

わ
り
の
な
い
部
分
だ
か
ら
、
輕
く
讀
み
流
さ
れ
て
い
た
か
も
知
れ
な
い
〕。
な
お
、
加

賀
榮
治
氏
の
『
中
國
古
典
解
釋
史
・
魏
晉
篇
・
』
は
、
經
學
に
關
す
る
數
少
な
い
貴
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重
な
專
著
の
一
つ
で
あ
る
が
、
春
秋
學
に
つ
い
て
は
、
そ
の
第
四
章
「
杜
預
の
春
秋

解
釋
の
方
法
・
態
度
」
に
、
傳
・
注
等
の
多
數
の
文
が
訓ヽ
讀ヽ
のヽ
形ヽ
で
載
せ
ら
れ
て
い

て
、加
賀
氏
の
讀
み
方
が
ほ
ぼ
わ
か
る
。そ
の
う
ち
、
筆
者
が
疑
問
に
思
う
も
の
を
、

以
下
に
い
く
つ
か
指
摘
す
る
こ
と
に
す
る
。
ま
ず
、
隱
公
五
年
「
螟
」
の
公
羊
傳
文

「
何
以
書
 
記
災
也
」
の
何
注
に
「
灾
者
 
有
害
於
人
物ヽ
 
隨
事
而
至
者
 
先
是
隱

公
張
百
金
之
魚
 
設
苛
令
急
法
 
以
禁
民
之
所ヽ
致ヽ
」
と
あ
る
の
を
、
加
賀
氏
は
〝
災

と
は
、
人
を
害
う
こ
と
有
り
て
、
物
の
・
事
に
隨
い
て
至
る
者
な
り
。
是
れ
よ
り
先
、

隱
公
は
、
百
金
の
魚
を
張
る
こ
と
を
爲
し
、
苛
令
急
法
を
設
け
て
、
以
て
民
の
致
す

所
を
禁
ず
れ
ば
な
り
〞
〔
四
一
九
頁
〕
と
訓
讀
し
て
い
る
が
、
こ
こ
は
、
〝
災
と
は
、

人
や
物ヽ
にヽ
害
が
あ
り
、
事
に
隨
っ
て
や
っ
て
來
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
よ
り
先
に
、

隱
公
が
百
金
の
魚
を
網
で
と
り
、苛
酷
な
法
令
を
設
け
て
民
を
禁
制
し
た
、こ
と
が
招ヽ

いヽ
たヽ
結ヽ
果ヽ
で
あ
る
〞
と
讀
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
も
、
隱
公
三
年
「
春

王
二
月
己
巳
日
有
食
之
」
の
公
羊
傳
文
「
何
以
書
 
記
異
也
」
の
何
注
に
「
異
者
 
非

常
可
怪
 
先ヽ
事ヽ
而ヽ
至ヽ
者ヽ
」
と
あ
っ
て
、「
隨
事
而
至
者
」
は
、
こ
の
「
先
事
而
至
者
」

と
對
照
し
て
讀
む
べ
き
だ
か
ら
で
あ
る
〔
な
お
、「
所
致
」
の
意
味
に
つ
い
て
は
、
別

に
【
所
致
】
の
項
目
を
立
て
て
、
詳
述
し
て
い
る
〕。
次
に
、
桓
公
五
年
「
大
雩
」
の

公
羊
傳
文「
何
以
書
 
記
災
也
」の
何
注
に「
旱
者
 
政
教
不
施
之
應
 
先
是
桓
公
無ヽ

王ヽ
行
 
比ヽ
爲
天
子
所
聘
 
得
志
益
驕
 
去
國
遠
狩
 
大
城
祝
丘
 
故
致
此
旱
」
と
あ

る
の
を
、
加
賀
氏
は
〝
旱
は
、
政
教
施
さ
ざ
る
の
應
な
り
。
是
れ
よ
り
先
、
桓
公
は

王
行
無
く
、
天
子
の
聘
す
る
所
と
爲
る
に
比
〔
お
よ
〕
び
、
志
を
得
て
益
ま
す
驕
り
、

国
を
去
っ
て
遠
く
狩
し
、
大
い
に
祝
丘
に
城
く
。
故
に
此
の
旱
を
致
す
〞
〔
四
二
〇

頁
〕
と
訓
讀
し
て
い
る
が
、
こ
こ
は
〝
旱
は
、
政
教
が
お
こ
な
わ
れ
な
か
っ
た
こ
と

の
應
徴
で
あ
る
。
こ
れ
よ
り
先
、
桓
公
は
、
王ヽ
をヽ
無ヽ
視ヽ
しヽ
てヽ
行ヽ
動ヽ
しヽ
たヽ
の
に
、
あヽ
いヽ
つヽ

いヽ
でヽ
天
子
に
聘
問
さ
れ
た
た
め
、
得
意
に
な
っ
て
ま
す
ま
す
驕
り
、
遠
く
國
（
都
）

を
離
れ
て
狩
を
し
、
大
い
に
祝
丘
に
城
い
た
か
ら
、
こ
の
旱
を
招
い
た
の
で
あ
る
〞

と
讀
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
も
、
〝
桓
公
は
王
行
無
く
〞
で
は
、
意
味

不
明
だ
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、「
比
」〔
し
き
り
に
〕
に
つ
い
て
は
、
四
年
に
「
夏
天

王
使
宰
渠
伯
糾
來
聘
」
と
あ
り
、
こ
の
年
に
「
天
王
使
仍
叔
之
子
來
聘
」
と
あ
る
、

か
ら
で
あ
る
〔
な
お
、「
桓
公
無
王
行
」
に
つ
い
て
は
、【
無
王
】
の
項
目
を
參
照
〕。

次
に
、
文
公
九
年
「
秦
人
來
歸
僖
公
成
風
之

」
の
穀
梁
傳
文
「
秦
人
弗
夫
人
也
 
即

外
之
弗
夫
人
而
見
正
焉
」
の
范
注
に
「
見
不
以
妾
爲
妻
之
正
」
と
あ
る
の
を
、
加
賀

氏
は
〝
妾
を
以
て
妻
の
正
と
爲
さ
ざ
る
を
見
す
〞
〔
四
一
二
頁
〕
と
訓
讀
し
て
い
る

が
、
こ
こ
は
、
も
ち
ろ
ん
、
〝
妾ヽ
をヽ
妻ヽ
とヽ
しヽ
なヽ
いヽ
と
い
う
正
（
道
）
を
あ
ら
わ
し
た

の
で
あ
る
〞
と
讀
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
〔
な
お
、
僖
公
九
年
「
九
月
戊
辰
諸
侯
盟

于
葵
丘
」
の
穀
梁
傳
文
に
「
毌ヽ
以ヽ
妾ヽ
爲ヽ
妻ヽ
」
と
あ
る
〕。
次
に
、
隱
公
元
年
の
左
氏
傳

文
「
元
年
春
王
周
正
月
 
不
書
即
位
 
攝
也
」
の
孔
疏
に
「
舊
説
賈
服
之
徒
以
爲
四

公
皆
實
即
位
 
孔
子
脩
經
 
乃
有
不
書
 
故
杜
詳
辨
之
釋ヽ
例ヽ
曰
（
中
略
）
隱
莊
閔
僖

雖
居
君
位
 
皆
有
故
而
不
脩
即
位
之
禮
 
或
讓
而
不
爲
 
或
痛
而
不
忍
 
或
亂
而
不

得
 
禮ヽ
廢ヽ
事ヽ
異ヽ
 
國
史
固
無
所
書
 
非ヽ
行ヽ
其ヽ
禮ヽ
而ヽ
不ヽ
書ヽ
於ヽ
文ヽ
也ヽ
」
と
あ
る
の
を
、
加

賀
氏
は
〝
舊
説
、賈
・
服
の
徒
は
以
爲
え
ら
く
、「
四
公
は
、皆
な
實
に
即
位
す
る
も
、

孔
子
の
・
經
を
脩
せ
し
と
き
、
乃
ち
書
さ
ざ
る
有
り
」
と
。
故
に
、
杜
は
詳
ら
か
に

こ
れ
を
『
釋
例
』
に
辨
じ
て
曰
わ
く
（
中
略
）
隱
・
莊
・
閔
・
僖
は
、
君
の
位
に
居

る
と
雖
も
、
皆
な
故
有
り
て
即
位
の
禮
を
脩
め
ず
、
或
い
は
讓
り
て
爲
さ
ず
（
＝
隱

公
）、
或
い
は
痛
み
て
忍
び
ず
（
＝
莊
公
）、
或
い
は
亂
れ
て
〔
爲
す
を
〕
得
ず
（
＝

 

襚
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閔
公
・
僖
公
）、
禮
廢
せ
ら
れ
事
異
な
れ
り
。
國
の
史
は
固
よ
り
書
す
べ
き
所
無
し
。

其
の
禮
を
行
な
う
に
非
ざ
れ
ば
、
而
（
す
な
わ
）
ち
文
に
書
さ
ざ
る
な
り
〞
〔
三
九

六
・
三
九
七
頁
〕
と
訓
讀
し
て
い
る
。
こ
の
訓
讀
に
つ
い
て
は
、
〝
禮
廢
せ
ら
れ
事

異
な
れ
り
〞
を
〝
禮
が
廢
せ
ら
れ
た
事
情
は
（
そ
れ
ぞ
れ
）
異
な
る
が
〞
と
讀
み
直

せ
ば
、
他
に
問
題
は
な
い
か
の
よ
う
に
見
え
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
實
は
〝
其
の
禮

を
行
な
う
に
非
ざ
れ
ば
、
而
（
す
な
わ
）
ち
文
に
書
さ
ざ
る
な
り
〞
が
お
か
し
い
の

で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
杜
預
の
自
説
の
主
張
は
、
そ
の
前
で
終
わ
っ
て
お
り
、
こ

こ
は
、
舊ヽ
説ヽ
へヽ
のヽ
批ヽ
判ヽ
だ
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
〝
（
實
際
に
は
）
即
位
の
禮
を

行
な
っ
て
い
な
が
ら
、
文
に
は
書
か
な
か
っ
た
、
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
〞
と
讀
ま

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
最
後
に
、
莊
公
十
七
年
「
夏
齊
人
殲

于
遂
」
の
穀
梁
傳
文
に
「
殲
者
 
盡
也
 
然
則
何
爲
不
言
遂
人
盡
齊
人
也
 
無
遂
之

辭
也
」
と
あ
る
の
を
、
加
賀
氏
は
〝
殲
は
、
盡
く
る
な
り
。
然
ら
ば
則
ち
、
何
爲
れ

ぞ
「
遂
人
、
齊
人
を
盡
く
す
」
と
言
わ
ざ
る
や
。
遂
無
き
の
辭
（
遂
を
主
に
し
な
い

こ
と
ば
づ
か
い
）
な
り
〞
〔
四
〇
五
頁
〕
と
訓
讀
し
て
い
る
。
こ
こ
は
、
訓
讀
自
體

が
問
題
な
の
で
は
な
く
て
、「
無
遂
之
辭
」
に
關
す
る
〝
遂
を
主
に
し
な
い
こ
と
ば
づ

か
い
〞
と
い
う
説
明
が
お
か
し
い
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
一
般
に
、
傳
文
に
頻

見
す
る
「
〜
辭
」
の
中
身
〔
〜
の
部
分
〕
は
、
表
記
で
は
な
く
て
内ヽ
容ヽ
をヽ
言ヽ
っヽ
てヽ
いヽ
るヽ

も
の
だ
か
ら
で
あ
る
〔
例
え
ば
、
文
公
八
年
「
宋
人
殺
其
大
夫
司
馬
」
の
穀
梁
傳
文

に
「
司
馬
 
官
也
 
其
以
官
稱
 
無ヽ
君ヽ
之ヽ
辭ヽ
也
」
と
あ
る
の
は
、
〝
君ヽ
がヽ
いヽ
なヽ
いヽ
（
も

同
然
）
と
い
う
表
現
〞
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
な
お
、【
起
文
】
の
項
目
を
參
照
〕。

つ
ま
り
、
こ
こ
の
「
無
遂
之
辭
」
は
〝
遂ヽ
（
と
い
う
國
）
はヽ
（
も
は
や
）
存ヽ
在ヽ
しヽ
なヽ
いヽ
、

と
い
う
表
現
〞
と
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
以
上
、
い

ず
れ
も
み
な
、
加
賀
氏
の
論
旨
と
は
關
わ
り
の
な
い
細
か
い
點
だ
が
、
古
典
の
正
確

な
讀
解
を
目
ざ
す
筆
者
と
し
て
は
、
ど
う
し
て
も
氣
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
、
こ
の

場
を
か
り
て
、
指
摘
し
た
次
第
で
あ
る
。 

 

【
代
行
】 

 
成
公
二
年
の
左
氏
傳
文「
郤
克
將
中
軍
 
士
燮
將ヽ
上
軍
」〔
阮
刻
本
〕の
杜
注
に「
范

文
子
代
荀
庚
」
〝
范
文
子
〔
士
燮
〕
が
荀
庚
に
代
わ
っ
た
の
で
あ
る
〞
と
あ
り
、
挍

勘
記
に
「
石
經
宋
本
淳
熙
本
岳
本
足
利
本
將ヽ
作
佐ヽ
 
是
也
 
案
四
年
傳
尚
云
士
燮
佐

上
軍
 
至
十
三
年
傳
始
云
士
燮
將
上
軍
 
此
時
不
得
爲
將
明
矣
」
〝
石
經
・
宋
本
・

淳
熙
本
・
岳
本
・
足
利
本
は
「
將
」
を
「
佐
」
に
作
っ
て
い
る
。
こ
れ
が
正
し
い
。

考
え
る
に
、
四
年
の
傳
で
は
ま
だ
「
士
燮
佐ヽ
上
軍
」
と
言
っ
て
お
り
、
十
三
年
の
傳

に
な
っ
て
始
め
て
「
士
燮
將ヽ
上
軍
」
と
言
っ
て
い
る
か
ら
、
こ
の
時
に
は
明
ら
か
に

將
で
は
あ
り
得
な
い
〞
と
あ
る
。
こ
の
阮
挍
は
と
て
も
合
理
的
で
あ
り
、
ほ
ぼ
定
説

化
し
て
い
る
が
、
異
説
が
全
く
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
安
井
衡
『
左
傳
輯
釋
』
に
「
衡

案
 
下
文
士
燮
對
晉
侯
曰
 
庚
所
命
也
 
克
之
制
也
 
注
云
 
荀
庚
將
上
軍
 
時
不

出
 
范
文
子
上
軍
佐
 
代
行
 
故
稱
帥
以
讓
 
則
此
注
代
荀
庚
 
亦
謂
代
行
 
杜
既

言
代
行
 
則
其
所
據
本
作
將
上
軍
 
若
作
佐
 
士
燮
本
職
 
杜
何
言
代
也
 
釋
文
正

義
 
亦
不
言
有
異
文
 
則
唐
以
前
無
作
佐
上
軍
者
 
蓋
荀
庚
不
出
 
士
燮
攝
將
以
行
 

故
言
將
耳
 
文
七
年
令
狐
之
役
 
上
軍
之
將
箕
鄭
居
守
 
荀
林
父
以
佐
率
上
軍
 
傳

云
 
荀
林
父
佐
上
軍
 
不
言
將
 
則
佐
獨
率
其
軍
 
亦
有
不
攝
將
者
 
蓋
石
經
據
下

文
庚
所
命
也
 
及
文
七
年
傳
 
改
將
爲
佐
 
而
諸
本
沿
之
耳
 
精
究
文
義
 
石
經
似

長
 
但
讀
書
之
法
 
疑
以
傳
疑
 
此
當
依
杜
舊
本
爲
正
」〔
私
が
考
え
る
に
、下
文
で
、
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士
燮
が
晉
侯
に
答
え
て「
荀
庚
の
命
令
と
郤
克
の
指
揮
に
よ
る
も
の
で
す
」と
言
い
、

注
に
〝
荀
庚
が
上
軍
の
將
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
時
、
出
動
せ
ず
、
范
文
子
〔
士
燮
〕

は
、
上
軍
の
佐
の
身
で
、
代
わ
り
に
行
っ
た
か
ら
、（
本
來
の
）
將
帥
（
の
名
）
を
稱

し
て
、
謙
讓
し
た
の
で
あ
る
〞
と
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
こ
こ
の
注
の
「
代ヽ
荀
庚
」
も

ま
た
、
〝
代
わ
り
に
行
っ
た
〞
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
杜
預
が
〝
代
わ
り
に
行
っ
た
〞

と
言
っ
て
い
る
以
上
、彼
の
據
っ
た
本
は
「
將ヽ
上
軍
」に
作
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

も
し
、「
佐
」
に
作
っ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
士
燮
の
本
職
で
あ
る
か
ら
、
杜
預
は
「
代
」

と
言
う
わ
け
が
な
い
。〈
釋
文
〉
や
〈
正
義
〉
も
、
異
文
の
存
在
を
言
っ
て
い
な
い
か

ら
、
唐
以
前
に
は
「
佐ヽ
上
軍
」
に
作
る
も
の
は
無
か
っ
た
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、

荀
庚
は
出
動
せ
ず
、
士
燮
が
將
の
代
理
で
行
っ
た
か
ら
、「
將
」
と
言
っ
て
い
る
の
で

あ
ろ
う
。（
な
お
）
文
公
七
年
の
令
狐
の
戰
役
で
は
、
上
軍
の
將
の
箕
鄭
が
留
守
を
ま

も
り
、
荀
林
父
が
佐
の
身
で
上
軍
を
ひ
き
い
た
が
、
傳
に
は
「
荀
林
父
佐ヽ
上
軍
」
と

あ
っ
て
、「
將
」
と
は
言
っ
て
い
な
い
。
と
す
れ
ば
、
佐
だ
け
が
そ
の
軍
を
ひ
き
い
た

の
で
あ
り
、（
こ
の
よ
う
に
、
佐
の
身
分
の
ま
ま
で
行
き
、
必
ず
し
も
）
將
の
代
理
と

は
な
ら
な
い
場
合
も
あ
る
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
石
經
は
、
下
文
の
「
庚
所
命
也
」

及
び
文
公
七
年
の
傳
に
據
っ
て
、「
將
」
を
「
佐
」
に
改
め
、
諸
本
が
そ
れ
に
從
っ
た

の
で
あ
ろ
う
。
文
義
を
よ
く
考
え
て
み
れ
ば
、
石
經
の
方
が
ま
さ
っ
て
い
る
か
も
知

れ
な
い
が
、
讀
書
の
法
は
、「
疑
の
ま
ま
に
疑
を
傳
え
る
」〔
桓
公
五
年
・
莊
公
七
年

穀
梁
傳
文
〕
も
の
だ
か
ら
、
こ
こ
は
杜
預
の
舊
本
に
依
る
の
が
正
し
い
の
で
あ
る
〕

と
あ
る
の
が
、
こ
れ
で
あ
る
。
し
か
し
、
殘
念
な
が
ら
、
こ
の
貴
重
な
異
説
は
、
以

下
に
述
べ
る
二
つ
の
理
由
か
ら
、
成
立
し
難
い
。
一
つ
は
、
安
井
氏
は
正
直
に
も
、

文
公
七
年
の
ケ
ー
ス
を
舉
げ
て
い
る
が
、
こ
の
ケ
ー
ス
は
、
實
は
、
自
説
へ
の
反
證

と
な
っ
て
い
る
、
か
ら
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
ケ
ー
ス
か
ら
わ
か
る
の
は
、

軍
職
に
關
す
る
左
氏
傳
文
の
表
記
は
事
情
に
よ
ら
ず
本ヽ
職ヽ
をヽ
もヽ
っヽ
てヽ
すヽ
るヽ
と
い
う
こ

と
で
あ
り
、
だ
と
す
れ
ば
、
士
燮
の
ケ
ー
ス
も
本
職
を
も
っ
て
「
士
燮
佐ヽ
上
軍
」
と

書
く
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
、
か
ら
で
あ
る
。
二
つ
は
、
安
井
氏
は
杜
注

を
誤
解
し
て
い
る
、
か
ら
で
あ
る
。
杜
注
の
「
范
文
子
代ヽ
荀
庚
」
の
「
代
」
は
、
安

井
氏
の
言
う
よ
う
な
代ヽ
理ヽ
の
意
味
で
は
な
く
、
實
は
、
交ヽ
代ヽ
〔
代
替
わ
り
〕
の
意
味

で
あ
る
。
こ
れ
は
、
す
ぐ
下
の
傳
文
「
欒
書
將
下
軍
」
の
杜
注
に
「
代ヽ
趙
朔
」
と
あ

る
こ
と
か
ら
も
お
お
よ
そ
察
し
が
つ
く
が
、
も
っ
と
は
っ
き
り
分
か
る
例
が
あ
る
。

宣
公
十
二
年
の
左
氏
傳
文「
夏
六
月
晉
師
救
鄭
 
荀
林
父
將
中
軍
」の
杜
注
に「
代ヽ
郤

缺
」
と
あ
り
、
つ
づ
く
傳
文
「
先
縠
佐
之
」
の
杜
注
に
「
彘
季
代ヽ
林
父
」
と
あ
り
、

つ
づ
く
傳
文
「
士
會
將
上
軍
」
の
杜
注
に
「
河
曲
之
役
 
郤
缺
將
上
軍
 
宣
八
年
代

趙
盾
爲
政
 
將
中
軍
 
士
會
代ヽ
將
上
軍
」
と
あ
り
、
つ
づ
く
傳
文
「
郤
克
佐
之
」
の

杜
注
に
「
郤
缺
之
子
代ヽ
臾

」
と
あ
り
、
つ
づ
く
傳
文
「
趙
朔
將
下
軍
」
の
杜
注
に

「
代ヽ
欒
盾
」
と
あ
り
、
つ
づ
く
傳
文
「
欒
書
佐
之
」
の
杜
注
に
「
欒
盾
之
子
代ヽ
趙
朔
」

と
あ
り
、
ま
た
、
成
公
十
三
年
の
左
氏
傳
文
「
晉
欒
書
將
中
軍
 
荀
庚
佐
之
」
の
杜

注
に
「
庚
代ヽ
荀
首
」
と
あ
り
、
つ
づ
く
傳
文
「
士
燮
將
上
軍
」
の
杜
注
に
「
代ヽ
荀
庚
」

と
あ
り
、
つ
づ
く
傳
文
「
郤
錡
佐
之
」
の
杜
注
に
「
代ヽ
士
燮
」
と
あ
り
、
つ
づ
く
傳

文
「
韓
厥
將
下
軍
」
の
杜
注
に
「
代ヽ
郤
錡
」
と
あ
り
、
つ
づ
く
傳
文
「
荀

佐
之
」

の
杜
注
に
「
代ヽ
趙
同
」
と
あ
り
、
つ
づ
く
傳
文
「
趙
旃
將
新
軍
」
の
杜
注
に
「
代ヽ
韓

厥
」
と
あ
り
、
つ
づ
く
傳
文
「
郤
至
佐
之
」
の
杜
注
に
「
代ヽ
趙
括
」
と
あ
る
の
が
、

こ
れ
で
あ
る
。
將
・
佐
が
全
て
代ヽ
理ヽ
で
あ
る
と
で
も
言
う
の
で
あ
ろ
う
か
〔
ち
な
み

に
、
安
井
氏
が
た
よ
り
と
す
る
〈
正
義
〉
に
於
い
て
も
、「
不
知
誰
代ヽ
郤
克
佐
上
軍
」

罃
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と
あ
り
、
ま
た
、「
郤
克
遷
而
荀
首
代ヽ
」
と
あ
り
、
ま
た
、「
代ヽ
郤
克
佐
上
軍
」
と
あ

る
よ
う
に
、「
代
」
は
交ヽ
代ヽ
の
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
〕。
要
す
る
に
、
下
文
の
杜
注

「
荀
庚
將
上
軍
 
時
不
出
 
范
文
子
上
軍
佐
 
代ヽ
行ヽ
 
故
稱
帥
以
讓
」
に
も
と
づ
い

て
、
杜
預
の
本
は
「
將ヽ
上
軍
」
に
作
っ
て
い
た
と
す
る
、
安
井
氏
の
論
理
は
、
全
く

成
立
し
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
范
文
子
上
軍
佐ヽ
」
と
明
言
し
て
い
る
の
だ
か

ら
、
こ
の
注
に
も
と
づ
け
ば
、
む
し
ろ
、
杜
預
の
本
は
「
佐ヽ
上
軍
」
に
作
っ
て
い
た

と
推
論
す
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
〔
ち
な
み
に
、
劉
文
淇
『
春
秋
左
氏
傳
舊
注
疏
證
』

に
は
「
三
年
傳
荀
庚
來
聘
 
傳
稱
中
行
伯
之
於
晉
也
 
其
位
在
三
 
杜
彼
注
云
 
下

卿
 
杜
意
以
此
時
荀
庚
由
上
軍
佐
爲
上
軍
將
 
故
云
士
燮
代
荀
庚
 
則
杜ヽ
本ヽ
字ヽ
亦ヽ
作ヽ

佐ヽ
矣ヽ
」
と
あ
る
〕。
そ
う
な
れ
ば
、
安
井
氏
の
文
末
の
「
精
究
文
義
 
石
經
似
長
 
但

讀
書
之
法
 
疑
以
傳
疑
 
此
當
依
杜
舊
本
爲
正
」
と
い
う
奇
妙
な
言
い
方
も
不
必
要

に
な
る
の
で
あ
る
。
さ
て
、
杜
注
に
も
と
づ
け
ば
、
そ
し
て
、
近
代
の
合
理
性
に
よ

れ
ば
、
確
か
に
、「
佐ヽ
上
軍
」
に
作
る
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
が
、
阮
刻
本
は
「
將ヽ
上
軍
」

に
作
っ
て
お
り
、
し
か
も
、〈
正
義
〉
に
「
故
疑
林
父
卒
後
 
荀
庚
即
佐
上
軍
 
士
會

老
後
 
荀
庚
轉
將ヽ
上
軍
 
故
杜
以
爲
士
燮
代
荀
庚
也
」〔
ち
な
み
に
、
宋
慶
元
經
注
疏

本
及
び
景
鈔
正
宗
寺
單
疏
本
も
同
文
〕
と
あ
る
。
こ
の
〈
正
義
〉
が
言
っ
て
い
る
の

は
、
〝
士
燮
が
、
上
軍
の
將ヽ
で
あ
る
荀
庚
に
代
わ
っ
た
〞
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
だ

と
す
れ
ば
、
〝
士
燮
は
上
軍
の
將ヽ
と
な
っ
た
〞
わ
け
で
あ
る
。
つ
ま
り
、〈
正
義
〉
が

據
っ
た
本
は
「
士
燮
將ヽ
上
軍
」
に
作
っ
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
〔
だ
か
ら
、

當
然
、
杜
注
も
そ
れ
に
合
わ
せ
て
讀
ん
で
い
る
〕。
し
た
が
っ
て
、
書
物
の
形
式
的
整

合
性
と
い
う
觀
點
か
ら
す
れ
ば
、
經ヽ
注ヽ
疏ヽ
本ヽ
にヽ
於ヽ
いヽ
てヽ
はヽ
、「
將ヽ
上
軍
」
に
作
っ
て
お

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
最
後
に
、
杜
預
以
前
の
状
況
を
考
え
た
い
の
だ

が
、
殘
念
な
が
ら
、
參
考
と
な
る
資
料
が
ほ
と
ん
ど
な
い
。
わ
ず
か
に
、『
史
記
』
齊

世
家
に
「
晉
使
郤
克
以
車
八
百
乘
爲
中
軍
將
 
士ヽ
燮ヽ
將ヽ
上ヽ
軍ヽ
 
欒
書
將
下
軍
 
以
救

魯
衞
 
伐
齊
」
と
あ
っ
て
、「
將ヽ
上
軍
」
に
作
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
だ
け
で
は
何
と
も

言
え
な
い
。 

 

【

之
也
】 

 
成
公
九
年
「
春
王
正
月
杞
伯
來
逆
叔
姫
之
喪
以
歸
」
の
公
羊
傳
文
に
「
杞
伯
曷
爲

來
逆
叔
姫
之
喪
以
歸
 
内
辭
也
 
脅
而
歸
之
也
」と
あ
り
、穀
梁
傳
文
に「
傳
曰
 
夫

無
逆
出
妻
之
喪
而
爲
之
也
」
と
あ
り
、
後
者
の
疏
に
「
公
羊
以
爲
魯
脅
杞
 
使
逆
其

喪
 
左
氏
以
爲
魯
人
請
之
 
故
杞
伯
來
逆
 
此
傳
不
説
歸
之
所
由
 
要
叔
姫
免
犯
七

出
之
愆
 
反
歸
父
母
之
國
 
恩
以
絶
矣
 
杞
伯
今
復
逆
出
妻
之
喪
 
而
違
禮
傷
教
 

言
其
不
合
爲
而
爲
之
 
是
以
書
而
記
之
以
見
非
 
傳
曰
夫
無
逆
出
妻
之
喪
爲
之
 
言

其
不
合
爲
而
爲
之
也
 
徐
邈
云
 
爲
猶
葬
也
 
言
夫
無
逆
出
妻
之
喪
而
葬
 
理
亦
通

矣
 
但
范
不
訓
爲
爲
葬
也
」
と
あ
る
。
こ
こ
の
穀
梁
傳
文
に
は
范
注
が
な
い
の
で
、

疏
は
獨
自
に
解
釋
し
て
い
る
わ
け
だ
が
、
そ
の
大
意
は
〝
こ
こ
の
傳
文
は
「
夫
は
、

離
縁
し
た
妻
の
喪
〔
な
き
が
ら
〕
を
迎
え
て
は
な
ら
な
い
の
に
、
そヽ
れヽ
をヽ
しヽ
たヽ
」
と

い
う
意
味
で
あ
る
。
徐
邈
は
〈
爲
は
葬
と
同
じ
で
あ
る
〉
と
言
っ
て
お
り
、（
こ
れ
に

よ
れ
ば
）「
夫
は
、
離
縁
し
た
妻
の
喪
〔
な
き
が
ら
〕
を
迎
え
て
葬
っ
て
は
な
ら
な
い
」

と
い
う
意
味
に
な
る
。
理
と
し
て
こ
れ
で
も
通
じ
る
が
、
范
甯
は
爲
を
葬
と
訓
じ
て

は
い
な
い
〞
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
今
、
こ
の
疏
に
つ
い
て
、
兪

『
羣
經
平
議
』

〈
春
秋
穀
梁
傳
〉
に
「

謹
按
 
徐
云
 
爲
猶
葬
也
 
乃
目
言
其
事
耳
 
訓
詁
家
自

有
此
例
 
非
訓
爲
爲
葬
也
 
爲
當
訓
治
 
經
傳
中
爲
訓
治
者
不
可
勝
舉
 
宣
十
一
年

靑

越

越
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傳
不
使
夷
狄
爲
中
國
也
 
爲
亦
治
也
 
説
已
見
前
矣
 
既
出
之
妻
義
與
夫
絶
 
不
當

更
治
其
喪
 
故
曰
 
夫
無
逆
出
妻
之
喪
而
爲
之
也
 
爲
之
即
治
之
也
」〔
私
が
考
え
ま

す
る
に
、
徐
邈
が
「
爲
猶
葬
也
」
と
言
う
の
は
、
實
は
事
柄
を
指
し
て
言
っ
て
い
る

の
で
あ
る
。
訓
詁
家
に
は
よ
く
こ
の
よ
う
な
例
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、「
爲
」
を
「
葬
」

と
訓
じ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。「
爲
」
は
「
治
」
と
訓
ず
べ
き
で
あ
り
、
經
傳
中
で

「
爲
」
を
「
治
」
と
訓
ず
る
も
の
は
、
舉
げ
き
れ
な
い
ほ
ど
あ
る
。（
例
え
ば
）
宣
公

十
一
年
の
傳
文
「
不
使
夷
狄
爲
中
國
也
」
の
「
爲
」
も
ま
た
「
治
」
で
あ
り
、
説
明

は
前
に
示
し
た
。
離
縁
し
た
妻
は
、
義
と
し
て
夫
と
斷
絶
し
て
お
り
、
も
は
や
そ
の

喪
〔
な
き
が
ら
〕
を
治
め
る
べ
き
で
は
な
い
。
だ
か
ら
、
〝
夫
は
、
離
縁
し
た
妻
の

喪
〔
な
き
が
ら
〕
を
迎
え
て
治
め
て
は
な
ら
な
い
〞
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。「
爲

之
」
は
「
治
之
」
に
他
な
ら
な
い
〕
と
あ
る
。
つ
ま
り
、
兪

は
徐
邈
の
説
を
是
と

し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
疏
は
一
應
「
理
亦
通
矣
」
と
言
っ
て
は
い
る
が
、
果
し
て
、

疏
の
原
案
と
徐
邈
の
説
と
は
、
ど
ち
ら
が
正
し
い
の
か
。
そ
れ
を
考
え
る
前
に
、
兩

者
の
違
い
を
は
っ
き
り
さ
せ
て
お
く
と
、
前
者
は
、
傳
文
を
〝
當
爲
を
述
べ
た
う
え

で
、
事ヽ
實ヽ
をヽ
説ヽ
明ヽ
しヽ
たヽ
も
の
〞
と
解
釋
し
て
い
る
の
に
對
し
て
、
後
者
は
、
傳
文
を

〝
單
に
當
爲
を
述
べ
た
も
の
〞
と
解
釋
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
決
定
的
な
證
據
が
あ

る
わ
け
で
は
な
い
が
、
筆
者
は
、
單
に
當
爲
を
述
べ
た
だ
け
で
は
、
經
を
説
明
す
る

傳
の
一
般
的
性
格
と
し
て
、
舌
足
ら
ず
で
は
な
い
か
、
と
考
え
る
。
し
た
が
っ
て
、

疏
の
原
案
の
方
を
是
と
し
た
い
の
だ
が
、非
禮
を
自ヽ
主ヽ
的ヽ
にヽ
敢ヽ
行ヽ
すヽ
るヽ
わ
け
が
な
い
。

そ
こ
で
よ
う
や
く
、
公
羊
傳
文
と
の
關
係
が
見
え
て
く
る
。
つ
ま
り
、
魯
に
脅
迫
さ

れ
て
仕ヽ
方ヽ
なヽ
くヽ
迎ヽ
えヽ
たヽ
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
要
す
る
に
、
穀
梁
傳
文
の
背
後
に
は
公

羊
傳
文
が
あ
る
、
言
い
換
れ
ば
、
穀
梁
傳
文
は
公
羊
傳
文
の
影
響
を
う
け
て
い
る
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
〔
な
お
、
拙
譯
『
春
秋
穀
梁
傳
范
甯
集
解
』（
汲
古
書
院
、
三
七

六
頁
）
で
は
、
深
く
考
え
も
せ
ず
に
、
兪

説
を
採
用
し
、
〝
夫
は
、
離
縁
し
た
妻

の
喪
〔
な
き
が
ら
〕
を
む
か
え
と
っ
て
治
め
る
〔
葬
る
〕
よ
う
な
こ
と
は
し
な
い
〞

と
譯
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
こ
の
場
を
か
り
て
、
お
詫
び
し
、
訂
正
し
た
い
〕。
と
こ

ろ
で
、
疏
の
出
だ
し
の
と
こ
ろ
に
「
左
氏
以
爲
魯ヽ
人ヽ
請ヽ
之ヽ
 
故
杞
伯
來
逆
」
と
あ
っ

た
。
こ
れ
は
、
左
氏
傳
文
に
「
春
杞
桓
公
來
逆
叔
姫
之
喪
 
請ヽ
之ヽ
也ヽ
」
と
あ
り
、
杜

注
に
「
叔
姫
已
絶
於
杞
 
魯ヽ
復ヽ
強ヽ
請ヽ
杞ヽ
 
使
還
取
葬
」
と
あ
る
の
に
も
と
づ
く
も
の

で
あ
る
〔
な
お
、
つ
づ
く
左
氏
傳
文
に
「
杞
叔
姫
卒
 
爲
杞
故
也
」
と
あ
り
、
杜
注

に
「
還
爲
杞
婦
 
故
卒
稱
杞
」
と
あ
り
、
つ
づ
く
左
氏
傳
文
に
「
逆
叔
姫
 
爲
我
也
」

と
あ
り
、
杜
注
に
「
既
弃
而
復
逆
其
喪
 
明
爲
魯
故
」
と
あ
る
〕。
そ
こ
で
、
話
を
左

氏
に
轉
ず
る
と
、
問
題
は
、
左
氏
傳
文
に
は
、
た
だ
「
請
之
也
」
と
だ
け
あ
っ
て
、

主
語
が
示
さ
れ
て
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
果
し
て
、
主
語
は
、
杜
預
が
い

う
よ
う
に
、
魯ヽ
で
よ
い
の
か
。
早
速
な
が
ら
、
異
説
が
あ
る
。
安
井
衡
『
左
傳
輯
釋
』

に
「
衡
案
 
請ヽ
之ヽ
也ヽ
 
杞ヽ
伯ヽ
請ヽ
之ヽ
 
杞
叔
姫
卒
 
八
年
經
文
也
 
逆
叔
姫
 
此
年
經

文
也
 
二
經
書
法
 
皆
因
杞
伯
請
之
而
生
 
故
傳
並
舉
而
釋
之
 
言
杞
伯
雖
絶
叔
姫

之
昏
 
然
卒
則
請
而
葬
之
 
是
其
意
在
欲
全
鄰
好
以
安
其
民
 
安
民
禮
也
 
故
經
嘉

之
 
爲
杞
故
 
書
杞
叔
姫
卒
也
 
魯
侯
若
怒
杞
伯
離
昏
 
不
許
其
請
 
杞
伯
雖
欲
逆

叔
姫
之
喪
 
而
不
可
得
焉
 
今
魯
侯

以
待
之
 
即
許
其
請
 
使
杞
伯
得
逆
叔
姫
而

葬
之
 
終
能
全
鄰
好
 
其
志
亦
在
安
民
 
故
經
嘉
之
 
爲
魯
故
 
書
逆
叔
姫
也
 
杜

不
知
傳
舉
經
文
而
釋
之
 
解
爲
我
也
 
爲
杞
伯
爲
魯
逆
叔
姫
 
遂
解
上
文
請
之
也
 

爲
魯
強
請
杞
 
夫
姉
妹
死
 
己
不
能
葬
 
乃
強
請
於
離
昏
之
人
 
逆
其
喪
以
葬
之
 

雖
厮
養
走
卒
 
亦
不
肯
爲
之
 
假
令
魯
君
臣
至
愚
極
陋
 
亦
必
不
爲
之
 
何
其
不
思

越

越

寬
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之
甚
也
」〔
私
が
考
え
る
に
、「
請
之
也
」
と
は
、
杞
伯
が
請
う
た
の
で
あ
る
。「
杞
叔

姫
卒
」
は
、
八
年
の
經
文
で
あ
り
、「
逆
叔
姫
」
は
、
こ
の
年
の
經
文
で
あ
る
。
二
つ

の
經
文
の
書
法
は
、
い
ず
れ
も
み
な
、
杞
伯
が
請
う
た
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
て
い
る

か
ら
、
傳
は
並
舉
し
て
解
釋
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
〝
杞
伯
は
、
叔
姫
と
の
婚
姻
關

係
を
絶
っ
た
け
れ
ど
も
、死
亡
に
あ
た
り
、請
う
て
葬
っ
た
〞
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
鄰
國
と
の
友
好
を
全
う
し
て
、
自
國
の
民
を
安
ん
じ
よ
う
と
し
た
、
と
い

う
こ
と
で
あ
り
、
民
を
安
ん
ず
る
の
は
禮
に
か
な
っ
て
い
る
か
ら
、
經
は
こ
れ
を
ほ

め
、
杞ヽ
のヽ
たヽ
めヽ
にヽ
「
杞
叔
姫
卒
」
と
書
い
た
の
で
あ
る
。
魯
侯
が
も
し
杞
伯
の
離
婚

に
腹
を
立
て
、
そ
の
請
願
を
聞
き
入
れ
な
け
れ
ば
、
杞
伯
は
、
叔
姫
の
喪
〔
な
き
が

ら
〕
を
迎
え
よ
う
と
し
て
も
、
出
來
な
か
っ
た
は
ず
で
、
今
こ
の
よ
う
に
魯
侯
が

大
な
態
度
で
接
し
、
す
ぐ
に
も
そ
の
請
願
を
聞
き
入
れ
て
、
杞
伯
が
叔
姫
を
迎
え
て

葬
る
こ
と
が
出
來
る
よ
う
に
さ
せ
た
か
ら
こ
そ
、
鄰
國
と
の
友
好
を
全
う
で
き
た
の

で
あ
る
。（
つ
ま
り
）
魯
侯
も
ま
た
民
を
安
ん
じ
よ
う
と
し
た
か
ら
、
經
は
こ
れ
を
ほ

め
、
魯ヽ
のヽ
たヽ
めヽ
にヽ
「
逆
叔
姫
」
と
書
い
た
の
で
あ
る
。
杜
預
は
、
傳
が
經
文
を
舉
げ

て
解
釋
し
て
い
る
こ
と
に
氣
づ
か
ず
、「
爲
我
也
」
を
〝
杞
伯
が
魯
の
た
め
に
叔
姫
を

迎
え
た
〞
と
解
し
、
そ
の
流
れ
で
、
上
文
の
「
請
之
也
」
を
〝
魯
が
杞
に
無
理
強
い

し
た
〞
と
解
し
て
い
る
。
そ
も
そ
も
、
姉
妹
が
死
ん
だ
の
に
、
自
分
で
は
葬
れ
ず
、

離
婚
し
た
先
方
に
無
理
強
い
し
、
そ
の
喪
〔
な
き
が
ら
〕
を
迎
え
て
葬
ら
せ
る
な
ど

と
い
う
の
は
、
卑
し
い
こ
も
の
で
も
し
な
い
こ
と
で
あ
る
。
か
り
に
魯
の
君
臣
が
き

わ
め
て
お
ろ
か
だ
っ
た
と
し
て
も
、
絶
對
に
す
る
は
ず
が
な
い
。
何
と
思
慮
の
足
り

な
い
解
釋
で
あ
る
こ
と
か
〕
と
あ
る
の
が
、
こ
れ
で
あ
る
。
確
か
に
、
安
井
氏
の
言

う
と
お
り
、「
爲
我
也
」
の
杜
注
は
お
か
し
い
が
、
そ
れ
は
、「
請
之
也
」
の
主
語
を
魯ヽ

と
し
た
こ
と
自
體
に
よ
る
の
で
は
な
く
て
、
上
の
傳
文
「
請
之
也
」
と
下
の
傳
文
「
杞

叔
姫
卒
 
爲
杞
故
也
」
及
び
「
逆
叔
姫
 
爲
我
也
」
と
を
安
易
に
結
び
つ
け
た
こ
と

に
よ
る
の
で
あ
る
。
下
の
傳
文
の
意
味
に
つ
い
て
は
、
後
で
述
べ
る
が
、
兩
者
は
本

來
、
切
り
離
し
て
、
別
々
に
考
え
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
の
點
で
、
實
は
、
安
井

氏
も
杜
預
と
同
じ
誤
り
を
犯
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
二
つ
の
説
の
優

劣
は
、
上
の
傳
文
「
請
之
也
」
の
解
釋
だヽ
けヽ
で
決
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
な

る
と
、
自
ず
と
軍
配
は
杜
預
の
方
に
上
が
る
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
安
井
氏
の

が
、「
鄰
好
」
と
か
「
安
民
」
と
か
い
う
新
概
念
を
導
入
し
て
の
臆
測
で
あ
る
の
に
對

し
て
、
杜
預
の
は
、
公
羊
傳
文
に
明
確
な
根
據
が
あ
る
、
か
ら
で
あ
る
。
要
す
る
に
、

「
請
之
也
」
の
主
語
は
、
や
は
り
魯
で
よ
い
の
で
あ
る
。
楊
伯
峻
『
春
秋
左
傳
注
』

に
「
穀
梁
傳
謂
夫
無
逆
出
妻
之
喪
而
爲
之
也
 
公
羊
傳
謂
杞
桓
公
來
逆
叔
姫
之
喪
 

蓋
爲
魯
所
脅
迫
 
左
傳
則
云
因
魯
之
請
 
是
三ヽ
傳ヽ
同ヽ
義ヽ
」
と
あ
る
所
以
で
あ
る
〔
な

お
、
細
か
い
こ
と
を
言
う
と
、
左
氏
の
「
請
」
は
、
必
ず
し
も
公
羊
の
よ
う
な
強ヽ
請ヽ
で

は
な
く
、
あ
る
い
は
請ヽ
願ヽ
か
も
知
れ
な
い
が
、
そ
れ
は
本
質
的
問
題
で
は
な
い
。
問

題
は
あ
く
ま
で
、
誰ヽ
がヽ
主ヽ
語ヽ
かヽ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
〕。
さ
て
、
最
後
に
殘
っ
た
問
題

は
、
下
の
傳
文
「
杞
叔
姫
卒
 
爲
杞
故
也
」
及
び
「
逆
叔
姫
 
爲
我
也
」
を
ど
う
讀

む
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
今
し
方
あ
げ
た
楊
伯
峻
『
春
秋
左
傳
注
』
を
見
る
と
、

前
者
に
つ
い
て
「
叔
姫
之
死
 
由ヽ
于
爲
杞
所
棄
絶
」
と
あ
り
、
後
者
に
つ
い
て
「
杞

之
來
逆
喪
 
由ヽ
我
之
請
」
と
あ
る
。
こ
れ
を
、
先
程
の
安
井
氏
と
比
較
す
る
と
、
安

井
氏
が
書ヽ
法ヽ
を
述
べ
た
も
の
と
解
し
て
い
る
の
に
對
し
て
、
楊
氏
は
事ヽ
實ヽ
を
述
べ
た

も
の
と
解
し
て
い
る
、
と
い
う
違
い
が
あ
る
〔
も
ち
ろ
ん
、「
請
之
也
」
の
主
語
の
解

釋
も
異
な
る
。
な
お
、
誤ヽ
っヽ
てヽ
上
の
傳
文
「
請
之
也
」
と
結
び
つ
け
て
い
る
點
で
は

寬
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同
じ
で
あ
る
〕。
そ
こ
で
、
先
に
解
決
す
べ
き
は
、
こ
の
傳
文
は
書
法
を
述
べ
た
も
の

な
の
か
、
あ
る
い
は
、
事
實
を
述
べ
た
も
の
な
の
か
、
と
い
う
こ
と
だ
が
、
こ
れ
は

案
外
簡
單
で
、書ヽ
法ヽ
をヽ
述ヽ
べヽ
たヽ
もヽ
のヽ
と
す
る
安
井
氏
の
方
が
正
し
い
。と
い
う
の
も
、

「
逆
叔
姫
 
爲
我
也
」
が
事
實
を
述
べ
た
も
の
だ
と
す
る
と
、
上
の
「
春
杞
桓
公
來

逆
叔
姫
之
喪
 
請
之
也
」
と
重
複
す
る
、
か
ら
で
あ
る
〔
つ
ま
り
、
事
實
の
説
明
は
、

「
請
之
也
」
で
終
わ
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
〕。
し
か
し
な
が
ら
、
安
井
氏

が
正
し
い
の
は
こ
こ
ま
で
で
あ
る
。と
い
う
の
も
、實
は
安
井
氏
は
、こ
の
傳
文
を
、

〝
單
に
書ヽ
法ヽ
自ヽ
體ヽ
を
説
明
し
た
も
の
〞
と
す
る
に
止
め
ず
、
〝
そ
の
よ
う
な
書
法
を

と
っ
て
い
る
理ヽ
由ヽ
を
説
明
し
た
も
の
〞
と
し
て
い
る
、
か
ら
で
あ
る
。
理
由
を
探
そ

う
と
し
た
か
ら
こ
そ
、
上
の
傳
文
「
請
之
也
」
と
結
び
つ
け
た
わ
け
だ
が
、
理
由
は

結
局
の
と
こ
ろ
よ
く
わ
か
ら
な
い
の
で
あ
る
。
安
井
氏
は
、
〝
杞
も
魯
も
民
を
安
ん

じ
た
か
ら
、
經
は
こ
れ
を
ほ
め
、
杞
の
た
め
に
「
杞
叔
姫
卒ヽ
」
と
書
き
、
魯
の
た
め

に
「
逆ヽ
叔
姫
」
と
書
い
た
〞
と
言
う
が
、「
卒
」
と
「
逆
」
と
は
同
等
の
記
事
だ
か
ら
、

「
卒
」
の
と
こ
ろ
で
杞
を
ほ
め
、「
逆
」
の
と
こ
ろ
で
魯
を
ほ
め
る
べ
き
必
然
性
は
な

く
、
反
對
で
あ
っ
て
も
か
ま
わ
な
い
は
ず
な
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
安
井
氏
の
失

敗
は
、
理
由
が
わ
か
ら
な
い
と
こ
ろ
に
む
り
に
理
由
を
つ
け
よ
う
と
し
た
こ
と
に
あ

る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
か
く
て
、
筆
者
は
、
理
由
が
わ
か
ら
な
い
と
い
う
こ
と

は
、
そ
も
そ
も
理ヽ
由ヽ
がヽ
書ヽ
かヽ
れヽ
てヽ
いヽ
なヽ
いヽ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
、
と
考
え
る
。
つ
ま

り
、
こ
の
傳
文
は
、
〝
單
に
書
法
自
體
を
説
明
し
た
も
の
〞
な
の
で
あ
る
。
こ
の
意

味
で
、
小
倉
芳
彦
氏
の
『
春
秋
左
氏
傳
』
が
〝
「
杞
ノ
叔
姫
、
卒
ス
」
と
あ
る
の
は
、

杞
國
の
夫
人
と
し
て
扱
っ
た
の
で
あ
り
、「
叔
姫
ヲ
逆
フ
」
と
あ
る
の
は
、
魯
の
女
と

し
て
扱
っ
た
の
で
あ
る
〞
〔
岩
波
文
庫
(中)
六
六
頁
〕
と
譯
し
て
い
る
の
は
、
極
め

て
正
確
で
あ
る
〔
た
だ
し
、
殘
念
な
こ
と
に
、
小
倉
氏
は
、
上
の
傳
文
を
〝
〔
杞ヽ
伯ヽ
のヽ

方ヽ
かヽ
らヽ
〕
要
請
し
た
の
で
あ
る
〞
と
譯
し
て
い
る
〕。
な
お
、
こ
と
の
つ
い
で
に
『
釋

文
』
を
見
る
と
、「
杞
叔
姫
卒
 
爲ヽ
杞
故
也
」
に
つ
い
て
「
爲
 
于
僞
反
」
と
あ
り
、

「
逆
叔
姫
 
爲ヽ
我
也
」
に
つ
い
て
は
、
音
は
な
く
、
た
だ
「
逆
叔
姫
絶
句
 
爲
我
也
 

本
或
無
爲
字
」
と
あ
る
。
つ
ま
り
、
前
の
「
爲
杞
故
也
」
の
「
爲
」
は
特ヽ
別ヽ
にヽ
〝
タ
メ

〞
と
讀
み
、
後
の
「
爲
我
也
」
の
「
爲
」
は
普ヽ
通ヽ
にヽ
〝
タ
リ
〞
あ
る
い
は
〝
ナ
ス
〞

と
讀
む
、
と
い
う
の
で
あ
る
〔
ち
な
み
に
、
竹
添
氏
自
身
の
讀
み
で
は
な
い
が
、
漢

文
大
系
本
『
左
氏
會
箋
』
で
は
、
〝
杞
ノ
タ
メ
ノ
故
也
〞
〝
我
タ
レ
バ
也
〞
と
、
律

儀
に
訓
讀
し
て
い
る
〕。
こ
れ
ま
で
の
考
察
に
よ
れ
ば
、「
爲
杞
故
也
」
と
「
爲
我
也
」

と
は
、
對
と
し
て
統
一
的
に
讀
む
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
兩
者
で
、
音
が
、
つ
ま
り
義

が
異
な
る
の
は
奇
妙
で
あ
る
。
前
者
に
は
「
故
」
の
字
が
あ
る
か
ら
、
つ
い
こ
れ
に

ひ
き
ず
ら
れ
た
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
筆
者
と
し
て
は
、
兩
者
と
も
に
、
〝
ナ
ス
〞

と
讀
む
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
〔
ち
な
み
に
、
〝
ナ
ス
〞
と
は
、
小
倉
氏
の
譯
文
の

〝
〜
と
し
て
扱
っ
た
〞
に
相
當
す
る
。そ
し
て
、〝
〜
と
し
て
扱
っ
た
〞
理ヽ
由ヽ
はヽ
書ヽ
かヽ

れヽ
てヽ
いヽ
なヽ
いヽ
の
で
あ
る
〕。 

 

【
爲
夷
故
也
】 

 
襄
公
十
六
年
「
叔
老
會
鄭
伯
晉
荀
偃
衞
甯
殖
宋
人
伐
許
」
の
杜
注
に
「
荀
偃
主
兵
 

當
序
鄭
上
 
方
示
叔
老
可
以
會
鄭
伯
 
故
荀
偃
在
下
」〔
荀
偃
は
、
兵
に
主
と
な
っ
た

か
ら
、（
普
通
な
ら
）
鄭
の
上
に
な
ら
べ
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
が
、（
今
こ
こ
で
は
、

特
に
）
叔ヽ
老ヽ
がヽ
鄭ヽ
伯ヽ
とヽ
（
對
等
に
）
會
合
で
き
る
こ
と
を
示
そ
う
と
し
た
か
ら
、
荀

偃
が
下
に
お
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
〕
と
あ
り
、
そ
の
左
氏
傳
文
「
齊
子
帥
師
會
晉
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荀
偃
 
書
曰
會
鄭
伯
 
爲ヽ
夷ヽ
故ヽ
也ヽ
」
の
杜
注
に
「
夷
 
平
也
 
春
秋
於
魯
事
 
所
記

不
與
外
事
同
者
 
客
主
之
言
 
所
以
爲
文
固
當
異
也
 
魯
卿
毎
會
公
侯
 
春
秋
無
譏
 

故
於
此
示
例
 
不
先
書
主
兵
之
荀
偃
 
而
書
後
至
之
鄭
伯
 
時
皆
諸
侯
大
夫
 
義
取

皆
平
 
故
得
會
鄭
伯
」〔「
夷
」
は
、
平
で
あ
る
。
魯
の
事
に
つ
い
て
、《
春
秋
》
の
記

録
が
、
他
國
の
事
と
同
じ
で
な
い
の
は
、
客
と
主
に
つ
い
て
言
う
の
で
あ
る
か
ら
、

表
現
が
異
な
っ
て
い
て
當
然
な
の
で
あ
る
。
魯
の
卿
が
公
侯
と
會
し
た
場
合
（
も
、

他
國
と
は
異
な
っ
て
）、
い
つ
も
、《
春
秋
》
に
譏
り
が
な
い
〔
可
否
が
明
ら
か
に
さ

れ
て
い
な
い
〕。
だ
か
ら
、
こ
こ
で
（
特
に
）
例
を
示
し
た
の
で
あ
る
。（
つ
ま
り
）

兵
に
主
と
な
っ
た
荀
偃
を
先
に
書
か
ず
、
お
く
れ
て
や
っ
て
來
た
鄭
伯
を
（
先
に
）

書
い
て
い
る
の
は
、
こ
の
時
（
參
加
者
が
）
い
ず
れ
も
み
な
諸
侯
の
大
夫
〔
卿
〕
だ

っ
た
の
で
、
〝
い
ず
れ
も
み
な
（
鄭ヽ
伯ヽ
とヽ
）
平ヽ
〔
對ヽ
等ヽ
〕
だヽ
かヽ
らヽ
鄭
伯
と
會
合
で
き

る
〞
と
い
う
點
に
意
義
を
取
っ
た〔
と
い
う
意
義
を
示
し
た
〕の
で
あ
る
〕と
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
今
、
筆
者
の
手
許
に
、
こ
の
左
氏
傳
文
「
書
曰
會
鄭
伯
 
爲ヽ
夷ヽ
故ヽ
也ヽ
」

の
現
代
日
本
語
譯
が
三
種
あ
る
。
こ
れ
ら
を
見
る
と
、
竹
内
照
夫
氏
は
〝
經
に
、
鄭

伯
（
以
下
）
と
會
合
し
と
あ
る
の
は
、
荀ヽ
偃ヽ
をヽ
諸ヽ
侯ヽ
とヽ
同ヽ
格ヽ
にヽ
扱ヽ
わヽ
なヽ
いヽ
たヽ
めヽ
で
あ

る
〞
〔
平
凡
社
、
二
五
四
頁
〕
と
譯
し
、
内
藤
戊
申
氏
は
〝
經
文
に
叔
老
が
「
鄭
伯

と
會
合
す
」
と
あ
る
の
は
、
魯
の
卿
は
格
が
高
い
か
ら
諸ヽ
侯ヽ
とヽ
同ヽ
列ヽ
にヽ
書ヽ
いヽ
たヽ
の
で

あ
る
〞
〔
筑
摩
書
房
、
二
二
〇
頁
〕
と
譯
し
、
小
倉
芳
彦
氏
は
〝
經
文
に
「
叔
老
、

鄭
伯
・
晉
ノ
荀
偃
…
…
ニ
會
ス
」
と
あ
る
の
は
、〔
國ヽ
君ヽ
とヽ
大ヽ
夫ヽ
のヽ
〕
序ヽ
列ヽ
をヽ
つヽ
けヽ
たヽ

の
で
あ
る
〞
〔
岩
波
文
庫
、
(中)
二
二
九
頁
〕
と
譯
し
て
い
て
、
い
ず
れ
も
み
な
、

杜
注
に
從
っ
て
い
な
い
〔
内
藤
氏
の
〝
諸
侯
と
同
列
に
書
い
た
〞
だ
け
は
杜
注
に
近

い
が
、そ
の
す
ぐ
上
の
〝
魯
の
卿
は
格
が
高
い
か
ら
〞
は
、杜
預
も
言
っ
て
い
な
い
、

場
違
い
の
解
釋
で
あ
る
〕。
從
う
も
の
が
い
な
い
の
は
、
杜
注
が
奇
妙
だ
か
ら
で
あ
っ

て
、
直
接
的
な
批
判
と
し
て
、
ま
ず
、
安
井
衡
『
左
傳
輯
釋
』
に
「
衡
案
 
傳
釋
此

經
曰
 
齊
子
帥
師
會
晉
荀
偃
 
書
曰
會
鄭
伯
 
爲
夷
故
也
 
夷
 
等
也
 
儕
也
 
言

叔
老
會
荀
偃
 
而
書
曰
會
鄭
伯
者
 
以ヽ
荀ヽ
偃ヽ
與ヽ
叔ヽ
老ヽ
等ヽ
夷ヽ
 
故
書
曰
會
鄭
伯
也
 
是

經
書
會
鄭
伯
 
貴
之
耳
 
非
示
叔
老
可
以
會
鄭
伯
也
」〔
私
が
考
え
る
に
、
傳
は
、
こ

の
經
を
釋
し
て
、「
齊
子
帥
師
會
晉
荀
偃
 
書
曰
會
鄭
伯
 
爲
夷
故
也
」
と
言
っ
て
い

る
。「
夷
」
は
、
等
で
あ
り
、
儕
で
あ
る
。
叔
老
は
荀
偃
と
會
し
た
の
に
、「
會
鄭
伯
」

と
書
い
て
い
る
の
は
、
荀ヽ
偃ヽ
がヽ
叔ヽ
老ヽ
とヽ
同ヽ
等ヽ
だ
か
ら
、「
會
鄭
伯
」
と
書
い
た
の
で
あ

る
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
經
が
「
會
鄭
伯
」
と
書
い
て
い
る
の
は
、
鄭

伯
を
貴
ん
だ
か
ら
で
あ
っ
て
、
叔
老
が
鄭
伯
と
會
せ
る
こ
と
を
示
し
た
わ
け
で
は
な

い
〕
と
あ
り
、
ま
た
、「
衡
案
 
諸
侯
之
卿
會
公
侯
 
貶
稱
人
 
但
魯
卿
不
當
書
魯
人
 

故
書
其
名
 
非
經
無
譏
 
無
辭
可
以
寓
也
 
卿
得
會
伯
子
男
 
特
會
之
無
罪
耳
 
非ヽ

謂ヽ
與ヽ
伯ヽ
子ヽ
男ヽ
平ヽ
等ヽ
也ヽ
」〔
私
が
考
え
る
に
、
諸
侯
の
卿
が
公
侯
と
會
し
た
場
合
は
、
貶

し
て
「
人
」
と
稱
す
る
。
た
だ
、
魯
の
卿
は
「
魯
人
」
と
書
く
わ
け
に
ゆ
か
な
い
か

ら
、
そ
の
名
を
書
く
の
で
あ
る
。（
つ
ま
り
）
經
に
譏
り
が
な
い
の
で
は
な
く
て
、
適

當
な
表
現
が
な
い
の
で
あ
る
。
卿
は
伯
子
男
と
會
す
る
こ
と
が
出
來
る
〔
僖
公
二
十

九
年
傳
文
〕と
い
う
の
は
、た
だ
單
に
會
し
て
も
罪
が
な
い
と
い
う
だ
け
で
、伯ヽ
子ヽ
男ヽ

とヽ
平ヽ
等ヽ
でヽ
あヽ
るヽ
とヽ
いヽ
うヽ
意ヽ
味ヽ
でヽ
はヽ
なヽ
いヽ
〕
と
あ
る
。
ど
う
考
え
て
も
、
卿
と
諸
侯
と

が
同
等
で
あ
る
わ
け
が
な
い
か
ら
、
安
井
氏
の
批
判
は
あ
た
っ
て
い
る
。
し
か
し
な

が
ら
、「
荀
偃
與
叔
老
等
夷
」と
い
う
安
井
氏
の
代
案
は
奇
妙
で
あ
る
。と
い
う
の
も
、

卿
ど
う
し
が
對
等
で
あ
る
の
は
、言ヽ
うヽ
まヽ
でヽ
もヽ
なヽ
いヽ
こヽ
とヽ
だ
か
ら
で
あ
る
。し
か
も
、

こ
れ
だ
と
、
説
明
對
象
で
あ
る
は
ず
の
「
鄭
伯
」
が
抜
け
落
ち
て
し
ま
う
、
か
ら
で
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あ
る
。
そ
こ
で
、
も
う
一
つ
の
批
判
を
見
て
み
る
と
、
沈
欽
韓
『
春
秋
左
氏
傳
補
注
』

に
「
傳
意
以
主
兵
者
荀
偃
 
非
鄭
伯
 
若
直
書
叔
老
會
晉
荀
偃
 
則
是
鄭
伯
與
諸
大

夫
等
夷
 
無
以
見
尊
卑
 
故
先
書
會
鄭
伯
 
傳
云
爲
夷
故
 
解
經
先
鄭
伯
之
義
 
杜

預
謬
解
」〔
傳
の
意
味
は
、
兵
に
主
と
な
っ
た
の
は
荀
偃
で
あ
っ
て
、
鄭
伯
で
は
な
い

が
、
も
し
、
そ
の
と
お
り
に
「
叔
老
會
晉
荀
偃
」
と
書
く
と
、
鄭
伯
が
諸
大
夫
と
同

等
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
尊
卑
を
あ
ら
わ
す
こ
と
が
出
來
な
い
か
ら
、
先
に
「
會
鄭

伯
」
と
書
い
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。（
つ
ま
り
）
傳
が
「
爲
夷
故
」
と
言
っ
て
い

る
の
は
、
經
が
鄭
伯
を
先
に
し
て
い
る
意
義
を
解
説
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
杜
預
は

（
そ
の
意
義
を
）
誤
解
し
て
い
る
〕
と
あ
る
。
こ
の
代
案
は
、
杜ヽ
注ヽ
をヽ
逆ヽ
にヽ
しヽ
たヽ
も

の
で
、
卿
と
諸
侯
と
は
同
等
で
は
な
い
と
い
う
の
だ
か
ら
、
内
容
的
に
は
確
か
に
つ

じ
つ
ま
が
合
う〔
ち
な
み
に
、先
程
の
竹
内
譯
は
、こ
れ
に
よ
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
〕。

し
か
し
な
が
ら
、
單
に
「
爲
夷
故
也
」
と
だ
け
あ
る
も
の
を
、
〝
同
等
で
あ
る
こヽ
とヽ
をヽ

さヽ
けヽ
るヽ
か
ら
で
あ
る
〞
と
解
す
る
の
は
、
〝
さ
け
る
〞
と
い
う
餘
分
な
概
念
を
補
っ

て
お
り
、
言ヽ
葉ヽ
のヽ
讀ヽ
みヽ
とヽ
しヽ
てヽ
無
理
が
あ
る
〔
ち
な
み
に
、
こ
の
説
を
無
斷
で
借
用

し
た
『
會
箋
』
は
「
乃
言
不
以
荀
偃
先
鄭
伯
 
爲
恐ヽ
諸
侯
與
大
夫
 
君
臣
相
等
夷
故

也
」
と
、「
恐ヽ
」
のヽ
一ヽ
字ヽ
をヽ
追ヽ
加ヽ
しヽ
てヽ
言
い
換
え
て
い
る
〕。
そ
こ
で
、
最
後
に
、
も

う
一
つ
の
代
案
を
見
て
み
る
と
、
楊
伯
峻
『
春
秋
左
傳
注
』
に
「
經
云
叔
老
會
鄭
伯

晉
荀
偃
衞
甯
殖
宋
人
伐
許
 
春
秋
爲
魯
史
 
自
必
以
魯
爲
主
 
故
先
書
叔
老
 
鄭
伯

爲
君
 
荀
偃
固
爲
各
軍
主
帥
 
但
究
屬
晉
臣
 
故
列
在
鄭
伯
後
 
夷
 
平
也
 
言
如

此
序
列
 
方
得
平
也
」〔
經
に
「
叔
老
會
鄭
伯
晉
荀
偃
衞
甯
殖
宋
人
伐
許
」
と
あ
る
の

は
、《
春
秋
》
は
魯
の
史
記
で
あ
り
、
魯
を
主
と
す
る
の
が
當
然
だ
か
ら
、
ま
っ
先
に

「
叔
老
」
を
書
い
て
い
る
の
で
あ
る
。（
ま
た
）
鄭
伯
は
君
で
あ
り
、
荀
偃
は
、
全
軍

の
主
帥
と
は
い
え
、
所
詮
、
晉
の
臣
に
す
ぎ
な
い
か
ら
、
鄭
伯
の
下
に
置
い
て
い
る

の
で
あ
る
。「
夷
」
は
平
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
な
ら
べ
れ
ば
、（
順ヽ
序ヽ
とヽ
しヽ
てヽ
）
平ヽ
にヽ

なヽ
るヽ
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
〕
と
あ
る
。
こ
の
説
の
特
徴
は
、「
平
」
を
、
今
ま
で
の

よ
う
に
〝
平
等ヽ
〞
の
意
と
解
す
る
の
で
は
な
く
、
〝
平
正ヽ
〞
の
意
と
解
す
る
點
に
あ

る
〔
ち
な
み
に
、
先
程
の
小
倉
譯
は
、
こ
れ
に
よ
っ
た
も
の
で
あ
る
〕。
今
ま
で
の
考

察
か
ら
し
て
、
こ
れ
が
最
も
優
れ
た
解
釋
で
あ
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
が
、
正
直

言
っ
て
、
筆
者
に
は
、
何ヽ
とヽ
もヽ
言ヽ
えヽ
なヽ
いヽ
違
和
感
が
殘
る
。
果
し
て
、
傳
の
「
夷
」

の
字
は
ま
ち
が
っ
て
い
な
い
の
か
。
ま
ち
が
っ
て
い
な
い
と
し
て
、
そ
れ
は
「
平
」

な
の
か
。「
平
」
だ
と
し
て
、
そ
れ
は
〝
平
正
〞
の
意
な
の
か
。
今
は
何
と
も
言
え
な

い
の
だ
か
ら
、
い
ず
れ
も
み
な
、
將
來
の
課
題
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
。 

（
本
稿
は
、
二
〇
一
三
年
度
跡
見
學
園
特
別
研
究
助
成
費
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
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